
介護老人福祉施設 守礼の里（１割）

入居料金及びその他の費用について（令和６年８月１日）

〇施設サービス費

要介護度 日額 月額

要介護１ ６７０円 ２０，１００円

要介護２ ７４０円 ２２，２００円

要介護３ ８１５円 ２４，４５０円

要介護４ ８８６円 ２６，５８０円

要介護５ ９５５円 ２８，６５０円

〇その他加算（利用者の状態・状況に応じて追加される加算は異なります）　単位：円

加算項目 日額 月額 備考

　①初期加算 ３０ ９００ 　入居から３０日間

　②外泊時費用算定 ２４６ 　外泊（入院）した翌日より６日間

　③個別機能訓練加算 １２ ３６０

　④日常生活継続支援加算 ４６ １，３８０

　⑤夜勤職員配置加算Ⅱ口 １８ ５４０

　⑥看護体制加算Ⅰ口 ４６ １２０

　⑦看護体制加算Ⅱ口 ８ ２４０

　⑧協力医療機関連携加算 ー １００ 　※月額

　⑨口腔衛生管理加算 ー ９０ 　※月額

　⑩療養食加算 ６円／１回（１日３回） 　※持病により治療食が必要な場合に追加

　⑪看取り介護加算Ⅰ１ ７２

※１日
当たり

　※適用時に追加される加算
　⑫看取り介護加算Ⅰ２ １４４

　⑬看取り介護加算Ⅰ３ ６８０

　⑭看取り介護加算Ⅰ４ １，２８０

　⑮介護職員処遇改善加算Ⅰ 月１回 　１ヶ月の総利用料金×１４％

※③～⑨に関しては基本となる加算（合計：２，８３０円）

〇食材・調理費・居住費　単位：円

食材・調理費 居住費

日額 月額 日額 月額

１，４４５ ４３，３５０ ２，０６６ ６１，９８０

〇その他利用料金

項目 金額 内容

支払代行事務手数料 ５００円／月
　医療費等の代行支払事務手数料や利用料金等の口座
　引落代行事務手数料

水道・光熱費 ２５０円／日 　日常生活に必要と考えられる水道光熱費

特別食 実費 　利用者が選定する特別な食事

教養娯楽費 実費 　サービス提供の一環として実施する行事等の費用

日常生活費 実費 　日常生活に必要と考えられる物品購入

理美容代 実費 　理美容業者によるカット・パーマ等

健康管理費 実費 　各種予防接種

入院・外泊時居住費 ２，０６６円／日
　入院・外泊の翌日から施設へ戻られた前日までの居
　室の確保・管理費用



介護保険施設における食費・居住費と高額介護サービス費について①

◎食材・調理費及び居住費には、市町村民税課税段階により標準負担減額措置があります。

利用者負担段階 対象者
預貯金額
（夫婦）

負担限度額（円／日）

居住費 食材・調理費

第１段階

生活保護受給者 要件なし

８８０ ３００
世帯（世帯を分離している配偶者を含む）全員
が市町村民税非課税である老齢福祉年金受給者

１，０００万円
（２，０００万円）

第２段階
年金収入金額（※）＋合計所得金額が８０万円

以下※非課税年金も含む
６５０万円

（１，６５０万円） ８８０ ３９０

第３段階①
年金収入金額（※）＋合計所得金額が８０万円
以上１２０万円以下※非課税年金も含む

５５０万円
（１，５５０万円） １，３７０ ６５０

第３段階②
年金収入金額（※）＋合計所得金額が１２０万

円以上※非課税年金も含む
５００万円

（１，５００万円） １，３７０ １，３６０

第４段階 市町村民税本人課税者（世帯を分離している配偶者が課税者） ２，０６６ １，４４５

※年金収入等＝公的年金等収入金額（非課税年金を含む）＋その他の合計所得金額

◎施設利用料（介護サービス費）に関しては、市町村民税課税段階により上限額が設定されています。
　上限額を超える額に関しては、後日保険者からの払い戻しがあります。（高額介護サービス費）

高額介護サービス費　段階別利用者負担上限額　　単位：円

区分 第１段階 第２段階 第３段階 第４段階

月額 １５，０００ １５，０００ ２４，６００ ４４，０００

※高額介護サービス費は、介護保険施設及び在宅サービスを利用された際に各市町村に申請することができます。

※申請が適用され高額介護サービスの対象となった場合、自動的に払い戻しが開始され、以降の申請は不要です。

　（但し、収入等の変更や生活保護適用・解除などがある場合は再申請が必要です。）

◎上記の標準負担額減額と高額介護サービス費を適用された場合の自己負担額

区分 高額介護サービス費 居住費 食材・調理費 合計

第１段階 １５，０００ ２６，４００ ９，０００ ５０，４００

第２段階 １５，０００ ２６，４００ １１，７００ ５３，１００

第３段階① ２４，６００ ４１，１００ １９，５００ ８５，２００

第３段階② ２４，６００ ４１，１００ ４０，８００ １０３，２００

第４段階 ４４，０００ ６１，９８０ ４３，３５０ １４９，３３０



介護保険施設における食費・居住費と高額介護サービス費について②

令和６年８月１日

◎第２段階

要介護度 月額 ③～⑨加算
（月額）

処遇改善
加算

食費
（月額）

居住費
（月額）

合計

要介護１ ２０，１００

２，８３０

３，２１０

１１，７００ ２６，４００

６４，２４０

要介護２ ２２，２００ ３，５０４ ６６，６３４

要介護３ ２４，４５０ ３，８１９ ６９，１９９

要介護４ ２６，５８０ ４，１１７ ７１，６２７

要介護５ ２８，６５０ ４，４０７ ７３，９８７

◎第３段階①

要介護度 月額 ③～⑨加算
（月額）

処遇改善
加算

食費
（月額）

居住費
（月額）

合計

要介護１ ２０，１００

２，８３０

３，２１０

１９，５００ ４１，１００

８６，７４０

要介護２ ２２，２００ ３，５０４ ８９，１３４

要介護３ ２４，４５０ ３，８１９ ９１，６９９

要介護４ ２６，５８０ ４，１１７ ９４，１２７

要介護５ ２８，６５０ ４，４０７ ９６，４８７

◎第３段階②

要介護度 月額 ③～⑨加算
（月額）

処遇改善
加算

食費
（月額）

居住費
（月額）

合計

要介護１ ２０，１００

２，８３０

３，２１０

４０，８００ ４１，１００

１０８，０４０

要介護２ ２２，２００ ３，５０４ １１０，４３４

要介護３ ２４，４５０ ３，８１９ １１２，９９９

要介護４ ２６，５８０ ４，１１７ １１５，４２７

要介護５ ２８，６５０ ４，４０７ １１７，７８７

◎第４段階

要介護度 月額 ③～⑨加算
（月額）

処遇改善
加算

食費
（月額）

居住費
（月額）

合計

要介護１ ２０，１００

２，８３０

３，２１０

４３，３５０ ６１，９８０

１３１，４７０

要介護２ ２２，２００ ３，５０４ １３３，８６４

要介護３ ２４，４５０ ３，８１９ １３６，４２９

要介護４ ２６，５８０ ４，１１７ １３８，８５７

要介護５ ２８，６５０ ４，４０７ １４１，２１７



〇日常生活費（施設で提供可能な物品の詳細）

区分 料金 内容

バスタオル ３８円／回 入浴時の希望により施設タ
オルを借用した場合フェイスタオル ２７円／回

リンスインシャンプー ４４０円／本

希望により日常生活に必要
なものを施設が提供する場

合

ボディソープ ４４０円／本

固形石鹸 １１０円／個

ヘアクリーム ４４０円／本

口腔ガーゼ ７００円／箱

歯磨き粉 ２７５円／本

シェービングクリーム ４４０円／本

歯ブラシ １５０円／本

舌ブラシ ２００円／本

歯間ブラシ ４００円／１０本

口腔ケアジェル １，２００円／９０ｇ

口腔ケアスポンジブラシ １，０００円／箱

義歯洗浄剤 ８００円／箱

※その他の日用品に関してはご家族で準備お願い致します。

　ご利用額の変更や、新たに発生する費用については、事前に変更内容及びその事由
　について、ご利用者及びご家族 代理人にお知らせ致します。



各種加算の単位及び算定要件一覧表

サービス
コード

サービス内容略称 算定要件の概要
合成
単位

算定
単位

51 6132 福祉施設日常生活継続支援加算

要介護度の高い高齢者に対して、質の高いケアを実施する施設に対する評価。算定日の
属する前６月間又は前１２月間における新規入居者の総数のうち要介護４・５の占める
割合が７０％以上若しくは認知症日常生活自立度ランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する入居者
の割合が６５％以上、たんの吸引が必要な入居者の占める割合が１５%以上であって、
介護福祉士を有する職員の数が入居者が６又はその端数を増すごとに１以上である場合

46 １日につき

51 6114 福祉施設看護体制加算Ⅰ２（１・ロ） 常勤の看護師を１名以上配置している場合 4 １日につき

51 6116 福祉施設看護体制加算Ⅱ２（２・ロ） 看護職員を入居者が２５名又はその端数を増すごとに１名以上配置している・最低基準を
１人以上上回って看護職員を配置している・２４時間の連絡体制を確保している場合

8 １日につき

51 6120 福祉施設夜勤職員配置加算Ⅱ２ ユニット型介護福祉施設サービスを実施しており、夜勤を行う介護職員・看護職員の数
が、最低基準を１人以上上回っている場合

18 １日につき

51 6003 福祉施設個別機能訓練加算 機能訓練指導員を１名以上配置し、他職種が協働して、入居者ごとに個別機能訓練計画を
作成し、当該計画に基づき、機能訓練を行っている場合

12 １日につき

51 6109 福祉施設若年性認知症受入加算 宿泊で受け入れた若年性認知症入居者ごとに個別に担当を決め、そのものを中心に特性や
ニーズに応じたサービス提供を行う場合

120 １日につき

51 6100 常勤医師配置加算 常勤の医師を１名以上配置している場合 25 １日につき

51 6200 精神科医療養指導加算 認知症である入居者が全入居者の３分の１を占める介護老人福祉施設において、精神科を
担当する医師による定期的な療養指導が月２回以上行われている場合

5 １日につき

51 6250 障害者生活支援体制加算 厚生労働大臣が定める障害者生活支援員（平成１２年厚生省告示第２３号３０における
）を１名以上配置している場合

26 １日につき

51 6300 福祉施設外泊時費用 入居者が病院又は診療所への入院を要した場合及び居宅における外泊を認めた場合 246 月６日限定

51 6400 福祉施設初期加算 入所日から３０日以内の期間・３０日を超える病院又は診療所への入院後に再び入所した
場合

30 １日につき

51 6501 退所前後訪問相談援助加算
入居者が退居後に居宅、その他社会福祉施設等（病院・診療所及び介護保険施設を除く
）に入居する場合に、本人の同意を得て、居宅や当該施設等を訪問し連絡調整・情報提
供を行った場合

460 １回につき

51 6502 退所時相談援助加算
入居者が退居後に居宅、その他社会福祉施設等（病院・診療所及び介護保険施設を除く
）に入居する場合に、家族や当該施設等へ介護状況を示す文書を添えて情報提供を行っ
た場合

400 １回限り

51 6503 退所前連携加算 入居者が退居後に居宅において、居宅サービスを利用する場合において、本人の同意を得
て、居宅介護支援事業者へ介護状況を示す文書を添えて情報提供を行った場合

500 １回限り

51 6155 福祉施設協力医療機関連携加算Ⅰ

協力医療機関と入居者等の病歴等を共有する会議を定期的に開催していること。①急変し
た場合において、医師又は看護職員が相談対応行う体制を整えている。②高齢者施設等か
らの求めにより診察を行う体制を整えている。③入所者等の病状が急変した場合入院を受
入れる体制を整えている。

100 １月につき

51 6156 福祉施設協力医療機関連携加算Ⅱ 上記以外の協力医療機関と連携している場合 5 １月につき

51 6274 福祉施設経口移行加算 経管栄養を実施している入居者に対し、医師の指示に基づき他職種協働で経口移行計画を
作成し、当該計画に基づき栄養管理を行った場合

28 １日につき

51 6280 福祉施設経口維持加算Ⅰ

現に経口のより食事を摂取する者であって、摂食機能障害や誤嚥を有する入所者に対し
て、医師又は歯科医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援
専門員その他の職種の者が共同して、食事の観察及び会議と等を行い、入所者ごとに経口
維持計画を作成している場合であって、医師又は歯科医師の指示（歯科医師が指示を行う
にあたっては、当該指示を受ける管理栄養士等が医師の指導を受けている場合に限る。）
に基づき管理栄養士等が栄養管理を行った場合、1月につき算定。

400 １月につき

51 6281 福祉施設経口維持加算Ⅱ
当該施設が協力歯科医療機関を定めている場合であり、経口維持加算（１）において行う
食事の観察及び会議等に、医師（人員基準に規定する医師を除く。）食事、歯科衛生士、
又は言語聴覚士が加わつた場合、経口維持加算（１）に加えて1月につき算定。

100 １月につき

51 6123 福祉施設口腔衛生管理加算Ⅰ

自立した日常生活を営むことができるよう、口腔衛生の管理体制を整備し、各入所者の状
態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行わなければならない。歯科医師の指示を受けた歯
科衛生士が、介護職員に対する口腔衛生の技術的助言と指導を行い相談に応じ対応するこ
と。
歯科医師の指導受けた歯科衛生士が、入居者に対し、口腔衛生等を月２回以上行うこと
。

90 １月につき

51 6124 福祉施設口腔衛生管理加算Ⅱ
加算（Ⅰ）の要件に加え、口腔衛生等の管理に関する計画の内容等の情報を厚生労働省に
提出し、口腔衛生等の管理の実施に当たって、当該情報その他口腔衛生等の管理の適切か
つ有効な実施のために必要な情報を活用する。

110 １月につき

51 6275 福祉施設療養食加算 厚生労働大臣が定める療養食を提供したとき 6 １回につき

51 6282 福祉施設看取り介護加算Ⅰ１ 回復の見込みがないと診断された入居者に対し、他職種協働して看取りに関する計画の作
成を行い、当該計画に基づいて対応した場合。死亡日以前３１日以上４５日以下

6 １日につき

51 6276 福祉施設看取り介護加算Ⅰ２ 回復の見込みがないと診断された入居者に対し、他職種協働して看取りに関する計画の作
成を行い、当該計画に基づいて対応した場合。死亡日以前４日以上３０日以下

144 １日につき

51 6277 福祉施設看取り介護加算Ⅰ２ 回復の見込みがないと診断された入居者に対し、他職種協働して看取りに関する計画の作
成を行い、当該計画に基づいて対応した場合。死亡日以前２日又は３日

680 １日につき

51 6283 福祉施設看取り介護加算Ⅰ３ 回復の見込みがないと診断された入居者に対し、他職種協働して看取りに関する計画の作
成を行い、当該計画に基づいて対応した場合。死亡日

1280 １日につき

51 6278 福祉施設在宅復帰支援機能加算 入居者が在宅復帰を希望する場合において、家族や居宅介護支援事業者へ連絡調整を行
っているとともに、退居後のサービス利用に関する調整を行っている場合

10 １日につき

51 6279 福祉施設在宅入所相互利用加算 在宅生活を継続する観点から、複数のものであらかじめ在宅期間及び入居期間を定めて
、当該施設の同一の個室を計画的に利用している場合

40 １日につき

51 6270 福祉施設安全対策体制加算
運営基準（省令）における事故の発生および再発を防止するために講じなければならない
措置としてこれまで、①事故発生防止のための指針の整備、②委員会の開催、③従業者に
対する研修の定期的な実施、①～③を適切に実施するための担当者の配置を行った場合

22 １回限り

51 6353 再入所時栄養連携加算
入居者が医療機関に入院し、経管栄養又は嚥下調整食の新規導入など、施設入所時とは大
きく異なる栄養管理が必要となった場合について、介護保険施設の管理栄養士が当該医療
機関の管理栄養士と連携して、再入所後の栄養管理に関する調整を行なった場合

200 １回につき

51 6101 福祉施設サービス提供体制加算Ⅰ 介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合８０％以上、又は介護職員の総数のう
ち、 勤続１０年以上の介護福祉士の占める割合が３５％以上

22 １日につき

51 6102 福祉施設サービス提供体制加算Ⅱ 介護職員の総数のうち、 介護福祉士の占める割合６０％以上 18 １日につき

51 6103 福祉施設サービス提供体制加算Ⅲ
介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合５０％以上、又は看護師、准看護師、
介護職員の総数のうち、常勤職員の占める割合が７５％以上、又は利用者に直接サービ
ス提供する職員の総数のうち、 勤続７年以上の者の占める割合が３０％以上

6 １日につき

51 6110 福祉施設介護職員処遇改善加算Ⅰ 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加
算を１本かした加算。※月の介護サービス費１４．０％の上乗せ負担となります。

14.0% １月につき


